
静岡市統合データ基盤構築に係る意見招請実施要領 
 

静岡市総合政策局 
D X 推 進 課 

 
１ 背景と目的 

静岡市（以下、「本市」という）では、庁内データの利活用にあたって共通的な機能を
持つ基盤（以下「統合データ基盤」という）の構築を予定しており、現在仕様書の作成作
業を進めています。本意見招請は、統合データ基盤の構築に関して、本業務の入札公告に
先立ち、事業者の皆様へ仕様書案についてのご意見をいただくことを目的としています。 

 
２ 実施期間 

令和７年４月 21 日（月）から令和７年５月 15 日（木）まで 
 

３ 参加表明方法 
  本件に参加する場合、以下の方法にて参加表明してください。なお参加表明後に辞退す

る場合は、同様の方法で必ず連絡して下さい。 
 （１）受付期間 

令和７年４月 30 日（水）17 時まで 
 （２）提出方法 

参加の旨と連絡担当者を記載し、参加表明書を添付した電子メールを送付してくだ
さい。（件名は、【統合データ基盤意見招請】参加表明（参加者名）としてください。） 

 （３）送付先 
ict@city.shizuoka.lg.jp（静岡市総合政策局 DX 推進課） 

（４）配布資料 
なお、参加表明書をもって参加表明した事業者に対し、下表の資料一式を電子メール
にて配布します。 

ア 静岡市統合データ基盤構築仕様書（案） 
イ （別紙１）静岡市統合データ基盤詳細設計書（案） 
ウ （別紙２）おくやみに係るワンストップ申請サービスの業務フロー 
エ 意見票 

 
４ 意見提出方法 

提示資料に対する意見については、意見票により回答をお願いいたします。なお、分析
等に利用する必要があるため、様式はエクセル形式のままご回答ください。 

 （１）提出期限 
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令和７年５月 13 日（火）17 時まで 
 （２）提出方法 

意見票を電子メールにて提出してください。 
（件名は、【統合データ基盤意見招請】意見票提出（参加者名）としてください。） 

（３）送付先 
ict@city.shizuoka.lg.jp（静岡市総合政策局 DX 推進課） 

 （４）意見票への回答 
   意見票への回答は、令和７年５月 15 日（木）までに電子メールにてご回答します。 
 
５ その他 

（１）情報提供いただいた提供者に対し、必要に応じて、後日ヒアリングをさせていただ
く場合があります。 

（２）本招請の実施に対する一切の費用は、提供者の負担とします。 
（３）本招請でご提供いただいた資料については返却いたしません。 
（４）本招請でご提供いただいた情報については、「１．背景と目的」に示した範囲内に

おいて本市にて利用します。なお、当該情報に対して公文書の公開の請求がなされた
場合は、静岡市情報公開条例に基づき対応します。 

（５）本招請の実施をもって、本市が調達を行うことの約束や、提供者に特別の地位を約
束するものではありません。また、本招請を辞退した事業者についても不利益を被る
ことはありません。 

問い合わせ先 
静岡市総合政策局ＤＸ推進課 
デジタル市役所推進係 
清、石﨑、森本（054-221-1341） 
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